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令和６年 １月１１日

静岡県立農林環境専門職大学

静岡県立農林環境専門職大学短期大学部

学長 鈴木滋彦 様

貴機関における動物実験の実施体制に関して、提出された自己点検・評価報告書に対す

る検証結果を通知します。

静岡県畜産技術研究所

中小家畜研究センター

センター長 森 比佐子

対象機関：静岡県立農林環境専門職大学、静岡県立農林環境専門職大学短期大学部

申請年月日：2023年 10月 ３日

訪問調査年月日：2023年 10月 13日

調査員：戸塚 忠 (同行者：大竹正剛)

検証の総評

（１）規程の整備状況および運用状況

概ね適切に整備および運用されていたが、今後の運用に当たり、以下を参考とすることが

望まれる。

・３Ｒのうち「代替法の精査」が行われていることが分かるよう計画書様式に盛り込むこと

・動物の逸走時の捕獲体制を整えること

・動物飼養標準手順書に相当する資料を規程等とともに綴って管理すること

・委員会がオンラインで運用されているため議事録に相当する記録を残すこと

（２）飼育施設の整備と運用状況

概ね適切に管理・運用されていたが、今後の運用に当たり、以下を参考とすることが望まれ

る。

・鶏の飼育羽数に対して充足できる給餌・給水設備を設置すること
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検証結果

Ⅰ．規程及び体制等の整備状況

１．機関内規程

２．動物実験委員会

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針に適合する機関内規程を定めている。

□ 機関内規程を定めているが、一部に改善すべき点がある。

□ 機関内規程を定めていない。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

□ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。

☑ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 機関内規程が定められていない。

４）改善に向けた意見

・３Ｒの代替について精査できるように計画書様式に盛り込むこと

・動物の逸走時の捕獲体制を整えること

・動物飼養標準手順書に相当する資料を規程等とともに綴って管理すること

・動物実験の自己点検票を整備すること

・施設廃止届様式の整備をすること

・指定様式を指定した期間内規程に改正すること

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針に適合する動物実験委員会を設置している。

□ 動物実験委員会を設置しているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験委員会を設置していない。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。

□ 動物実験委員会は設置されているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験委員会は設置されていない。

４）改善に向けた意見

委員に外部機関の職員をいれると、より客観的な意見を取り入れると考えられる。
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３．動物実験の実施体制

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制を定めている。

□ 動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験の実施体制を定めていない。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。

□ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験の実施体制が定められていない。

４）改善に向けた意見

１）機関による自己点検・評価結果

□ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めている。

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めていない。

☑ 該当する動物実験を行っていないので、実施体制を定めていない。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

□ 該当する動物実験の実施体制が定められている。

□ 該当する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 該当する動物実験の実施体制が定められていない。

☑ 該当する動物実験は、行われていない。

４）改善に向けた意見
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５．実験動物の飼養保管の体制

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果）

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

家畜伝染病予防法で定める飼養管理基準に準じた(家畜の飼育実習を主体とした)飼養管理施設とな

っている。

３）検証の結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見
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Ⅱ．実施状況

１．動物実験委員会の活動状況

２．動物実験の実施状況

１）機関による自己点検・評価結果

□ 基本指針に適合し、適正に機能している。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

□ 基本指針に適合し、適正に機能している。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見

・オンライン決裁のため議事録が存在しないが、異議について記録は残す方法を検討すべき。

・オンライン決済に至った経過を保存すること

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針に適合し、適正に動物実験を実施している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見
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３．安全管理に注意を要する動物実験の実施状況

４．実験動物の飼養保管状況

１）機関による自己点検・評価結果

□ 基本指針に適合し、当該実験を適正に実施している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

☑ 該当する動物実験を行っていない。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

□ 該当する動物実験が適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

☑ 該当する動物実験は行われていない。

４）改善に向けた意見

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見
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５．施設等の維持管理の状況

６．教育訓練の実施状況

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に維持管理している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

□ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見

・鶏の飼育羽数に対して充足できる給餌設備を整備すること

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見
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７．自己点検・評価、情報公開

８．その他

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果）

１）機関による自己点検・評価結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検・評価の妥当性

３）検証の結果

☑ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

４）改善に向けた意見

・ A飼料、B飼料を隣接する飼育エリアで使用するため区分使用に引き続き注意を要する。

・ 飼育家畜不在の期間に、飼育エリアの徹底消毒を引き続き励行する。

・ 家畜不在期間は、非常用水は凍結による破損を防止するため水抜き保管する。

↑ 水道凍結期間は家畜不在となります。


